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研
修
地
・
北
海
道
斜
里
町
・

釧
路
市

　

今
回
は
、
取
り
組
み
に
つ

い
て
の
概
要
説
明
を
受
け
た

後
、
南
島
原
市
か
ら
の
事
前

質
問
に
つ
い
て
、
説
明
を
受

け
、
そ
の
後
、
随
時
質
問
を

行
う
進
め
方
で
研
修
を
行
っ

た
。

　
・
研
修
項
目
「
独
自
の
高
齢

者
支
援
制
度
」
に
つ
い
て
高

齢
に
な
っ
て
も
、
住
み
な
れ

た
自
分
の
家
で
安
心
し
て
生

活
を
続
け
て
い
け
る
よ
う
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
と
は
異
な
る

独
自
の
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
る
。

　

南
島
原
市
で
も
高
齢
化
が

進
む
中
、
高
齢
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス
は
行
っ
て
い
る
が
今
後
、

更
な
る
サ
ー
ビ
ス
が
求
め
ら

れ
る
為
、
今
後
の
取
り
組
み

の
参
考
に
す
る
た
め
研
修
を

行
っ
た
。

　
（
質
問
事
項
と
取
り
組
み
状

況
）

食
の
自
立
支
援
事
業
に
つ
い

て
　
・
南
島
原
市
は
、
民
間
事
業

者
の
参
入
と
利
用
者
の
激
減

　
（
最
後
の
利
用
者
は
３
名
↑

民
間
配
食
事
業
者
を
紹
介
し

た
）
に
よ
り
、
平
成
30
年
度

か
ら
、
市
が
社
協
に
委
託
し

実
施
し
て
い
た
配
食
サ
ー
ビ

ス
を
廃
止
し
た
。

　

介
護
保
険
事
業
の
中
で
、

食
の
自
立
支
援
事
業
と
し
て

実
施
し
て
い
る
が
、
件
数
が

伸
び
て
い
な
い
。

　
・
斜
里
町
で
は
、
ど
れ
く
ら

い
の
方
が
利
用
さ
れ
て
い
る

の
か
。↓

　

83
名
利
用
中
（
入
院
等
に

よ
る
休
止
含
む
）

家
族
介
護
者
元
気
回
復
事
業
、

ね
た
き
り
老
人
等
在
宅
介
護

手
当
支
給
事
業
、
家
族
介
護

慰
労
金
支
給
事
業
な
ど
介
護

者
を
支
援
す
る
事
業
に
つ
い

て
　
・
南
島
原
市
に
は
な
い
斜
里

町
独
自
の
事
業
と
思
わ
れ
る
。

単
独
事
業
を
新
た
に
立
ち
上

げ
る
場
合
は
、
必
要
性
の
理

解
・
財
源
問
題
な
ど
が
あ
る

が
。
こ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い

て
、

　
・
利
用
上
の
問
題
点
は
。
↓

特
に
な
い
。

　
・
財
源
は
何
を
充
当
さ
れ
て

い
る
か
。
↓
介
護
保
険
事
業

特
別
会
計
の
事
業
で
あ
り
、

一
般
財
源
、
国
・
道
か
ら
の

補
助
金（
１
号
保
険
料
）、
一

般
会
計
か
ら
の
繰
出
金
を
充

当
。
な
お
、
斜
里
町
は
過
疎

債
非
該
当
地
域
で
あ
る
。

　
・
利
用
料
金
の
上
限
や
利
用

者
負
担
の
割
合
は
。
↓
利
用

料
金
の
上
限
で
は
な
く
、
利

用
回
数
の
上
限
を
定
め
て
お

り
、
片
道
を
１
回
と
し
年
間

50
回
ま
で
、
た
だ
し
町
外
は

24
回
を
限
度
と
し
て
い
る
。

　

利
用
者
負
担
割
合
は
、
利

用
者
の
介
護
保
険
料
所
得
段

階
に
応
じ
、
第
１
段
階
20
％
、

第
２
・
第
３
段
階
30
％
、
第

４
・
第
５
段
階
50
％
、
第
６

段
階
以
上
は
１
０
０
％
。

所
感

　
食
の
自
立
支
援
事
業
に
つ

い
て

　

南
島
原
市
に
お
い
て
は
、

利
用
者
の
減
少
に
よ
り
、
平

成
30
年
度
か
ら
、
社
協
に
委

託
し
実
施
し
て
い
た
配
食
サ

ー
ビ
ス
を
廃
止
し
た
。
他
に
、

介
護
保
険
事
業
の
中
で
も
支

援
事
業
と
し
実
施
し
て
い
る

が
、
利
用
者
が
伸
び
て
い
な

い
。
こ
の
現
状
の
分
析
が
必

要
だ
と
思
う
。

　
家
族
介
護
者
元
気
回
復
事

業
、
ね
た
き
り
老
人
等
在
宅

介
護
手
当
支
給
事
業
、
家
族

介
護
慰
労
金
支
給
事
業
な
ど

介
護
者
を
支
援
す
る
事
業
に

つ
い
て
、
南
島
原
市
で
は
現

在
実
施
し
て
い
な
い
が
、
今

後
財
源
等
（
国
・
県
か
ら
の

補
助
金
が
あ
る
）
考
慮
し
検

討
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な

い
か
と
思
う
。

　
・
研
修
項
目
「
生
活
保
護
自

立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
つ

い
て
、
生
活
困
窮
者
及
び
８

０
５
０
問
題
が
深
刻
化
し
て

い
る
現
状
か
ら
、
被
保
護
者

世
帯
に
お
い
て
の
、
ひ
き
こ

も
り
に
対
す
る
取
り
組
み
の

研
修
を
行
っ
た
。

　
（
質
問
事
項
と
取
り
組
み
の

状
況
）

①　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援

法
の
施
行
に
伴
い
、
南
島
原

市
で
は
、
平
成
27
年
度
よ
り

福
祉
事
務
所
保
護
課
内
に
直

営
で
「
生
活
自
立
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
て
い

る
。
生
活
困
窮
者
自
立
支
援

法
の
改
正
に
伴
い
、
令
和
４

年
度
に
は
就
労
準
備
支
援
事

業
、
家
計
改
善
支
援
事
業
の

完
全
実
施
を
目
指
す
と
さ
れ

て
お
り
、
被
保
護
者
就
労
準

備
支
援
事
業
も
併
せ
た
と
こ

ろ
で
の
一
体
的
実
施
に
向
け

て
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

１
．
事
業
立
ち
上
げ
時
構
成

メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事

業
は
、
一
般
社
団
法
人
釧
路

社
会
的
企
業
創
造
協
議
会
に

委
託
し
、
初
年
度
は
平
成
25

年
度（
モ
デ
ル
事
業
実
施
）で

あ
り
、
構
成
メ
ン
バ
ー
は
委

託
事
業
者
ス
タ
ッ
フ
で
、
責

任
者
１
名
、
相
談
支
援
員
３

名
で
事
業
を
委
託
し
て
い
る
。

　

就
労
準
備
支
援
事
業
は
、

専
任
ス
タ
ッ
フ
１
名
で
、
家

計
相
談
事
業
に
つ
い
て
は
実

施
し
て
い
な
い
。

２
．
受
入
先
の
確
保
に
つ
い

て　・
業
種
、
体
験
内
容
等

　

委
託
先
に
お
い
て
協
力
事

業
者
を
開
拓
し
て
お
り
、
現

在
実
施
し
て
い
る
の
は
、
漁

網
製
作
、
ご
み
袋
の
検
品
・

袋
詰
め
、
製
函
作
業
（
菓
子

箱
の
組
み
立
て
や
シ
ー
ル
貼

り
）
で
あ
る
。

３
．
事
業
実
施
に
あ
た
り
問

題
点
、
今
後
の
課
題

　

協
力
し
て
く
れ
る
企
業
の

更
な
る
開
拓
が
必
要
と
考
え

て
い
る
。

　

現
在
実
施
し
て
い
な
い
家

計
相
談
事
業
に
つ
い
て
実
施

も
課
題
と
考
え
て
い
る
。

②　

現
在
、
ひ
き
こ
も
り
、

８
０
５
０
問
題
が
全
国
的
に

深
刻
化
し
、
厚
労
省
に
お
い

て
も
重
要
な
課
題
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
南
島
原
市

の
被
保
護
者
世
帯
に
お
い
て

も
、
８
０
５
０
や
ひ
き
こ
も

り
は
存
在
し
、
施
策
を
検
討

し
て
い
る
。

　

釧
路
市
の
自
立
支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
う
ち
「
日
常
生
活

自
立
」
に
向
け
た
支
援
に
つ

い
て
。

１
．
支
援
の
実
施
主
体
に
つ

い
て
、
直
営
か
、
委
託
か
。

委
託
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
団

体
か
。

　

自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

う
ち
、「
日
常
生
活
自
立
支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
メ
ニ
ュ
ー
は

現
在
２
つ
で
あ
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
に
委
託
し
て
い
る
。

２
．
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

し
て
い
る
の
か
。

　・
自
宅
、
通
所
、
居
場
所
づ

く
り
、
作
業
内
容
な
ど
参
加

者
に
作
業
場
所
ま
で
通
所
し

て
も
ら
い
、
そ
こ
で
雑
巾
縫

い
や
古
切
手
の
裁
断
を
行
う

ほ
か
、
集
ま
っ
た
人
や
ス
タ

ッ
フ
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
図
る
場
と
も
な
っ
て

い
る
。

所
感

　

南
島
原
市
で
は
、
現
在
被

保
護
者
や
生
活
困
窮
者
に
対

す
る
、
就
労
準
備
支
援
、
家

計
改
善
支
援
は
行
っ
て
い
な

い
が
、
今
後
は
生
活
困
窮
者

及
び
８
０
５
０
問
題
が
深
刻

化
し
て
い
る
現
状
か
ら
、
被

保
護
者
世
帯
等
に
お
い
て
の

ひ
き
こ
も
り
に
対
す
る
検
討

を
早
急
に
行
い
、
取
り
組
み

の
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
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５
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７
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５
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７
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町


